
研究開発評価に関する現状及び問題点
（文科省が実施する評価）

平成１７年２月１５日
文部科学省 科学技術・学術政策局

評価推進室

参考資料 １



文科省が制度的に実施している研究開発評価の概況について

〇「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」を策定（平成１４年６月）。
〇科学技術・学術審議会等に産業界も含めた外部者による評価体制を整備し、外部評価を実施。
〇「行政機関が行う政策の評価に関する法律」、「独立行政法人通則法」により定められた評価を着実に実施。

科学技術振興調整費

（事後評価）

競

争

的

資

金

制

度

に

お

け

る

評

価

科学研究費補助金

革新技術活性化委員会等
による事後評価

研究統括、領域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
による事前評価

研究統括、領域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
による中間評価

研究統括、領域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
による事後評価

産学官連携ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

創出事業費補助金
(独創的革新技術開発

研究提案公募制度、大学発ベン

チャー創出支援制度)

（中間評価）

科学技術・学術審議会
による事前評価

国立大学法人評価

<科学技術振興機構>

戦略的創造研究

推進事業

中期目標期間終了後、文部科学省独

立行政法人評価委員会が中期目標期

間の業務に関し、実績評価

文部科学大臣による中期目標の策定

及び中期計画の認可の際、国立大学

法人評価委員会の意見を聴く(各法人

の原案を尊重）

各事業年度終了後、国立大学法人評

価委員会が業務の実績について評価

（中期目標達成に向けた事業の進行

状況を確認する観点）

中期目標期間終了時、国立大学法人評価委

員会が中期目標期間の業務に関し、実績評

価。このうち教育研究面については、その特

性に配慮し、大学評価・学位授与機構に評価

の実施を要請し、その結果を尊重。

主務大臣による中期目標の決定及び

中期計画の認可の際、文部科学省独

立行政法人評価委員会の意見を聴く

各事業年度終了後、文部科学省独立

行政法人評価委員会が年度業務に関

し、実績評価

科学技術・学術審議会
による中間評価

革新技術活性化委員会等
による中間評価

（事前評価）

科学技術・学術審議会
による事後評価

革新技術活性化委員会等
による事前評価

独立行政法人評価
（独法事業全般）

(研究領域については、別途、評価委員会により中間・事後評価)

(継続研究については、別途、評価委員会により評価)

・各法人において、研究開発の実施に当たり、適宜、外部評価を実施(理化学研究所等)。

科学技術・学術審議会による
事前評価

科学技術・学術審議会による
中間評価

科学技術・学術審議会による
事後評価

各事業が事前に得ようとした効果が得られたかについて
事後（中間）評価

宇宙開発委員会
による事後評価

宇宙開発

・総額10億円以上の新規・拡充課題については、概算要求前に科学技術・学術審議会等による事前評価を実施。

・プロジェクト開始後、適切な時期が到来した案件については、順次、中間評価を実施(SＰring-8等)。

（その他の関連する評価活動）
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究

開

発
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ェ
ク
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等

に

お

け

る

評

価

総合科学技術会議
による評価

・継続中の各省研究開発評価の実施状況をとりまとめ、適切な評価の実施を求める。

・総額３００億円以上の大規模新規研究開発について事前評価、フォローアップを実施。

・総合科学技術会議が評価の必要を認め指定する研究開発について評価を実施。

宇宙開発委員会
による事前評価

宇宙開発委員会
による中間評価

(参考）

研究開発課題・施策に関する新規・拡

充事業については、「平成１６年度文

部科学省政策評価実施計画」に基づ

き事業評価

政策評価
（本省事業）

※独立行政法人評価制度における各事業年度毎の実績評価、中期目標期間終了時の実績評価の結果について、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会

は、文部科学省独立行政法人評価委員会に対し意見を述べている。



○ 各評価者は各課題毎に評価し、４段階に採点を行
う。コメントも付す。

評価基準
１．総合評点

以下の評定要素に着目しつつ、総合的な判断の
上、評点(判定できない場合を含む)を付ける。

２．評定要素

・研究の内容

・研究の必要性

・計画の妥当性

・研究体制の妥当性

等について、各プログラム毎に評価基準、評価項目

を設定し、審査部会にて確認。

年１回
12月～1月(H16)

研究申請書受理
各ＷＧの各委員が提案

書の内容を審査

書面審査（約１ヶ月）

科学技術振興調整費の審査・評価システム（文部科学省）

○ 第一段審査の評価者の評点が記載さ

れた資料を用い、特に第一段審査の総
合評点に重点を置きつつ、総合的に評
価する。

○ 採択課題候補の決定。

○ ＰＯがＷＧの進行・とりまとめを実施。

○科学技術振興調整費審査部会及び研究評
価部会は科学技術・学術審議会の委員、臨
時委員により構成され、その構成員は研究
計画・評価分科会長が指名する。

○平成１６年度から、審査・評価に係る事務の
一部をＪＳＴに委託し、事務の効率化に努め
ている。

○部会の下に設置されるＷＧは、科学技術振
興機構（ＪＳＴ）に運営を委託する。
○ＷＧ委員は、学識経験のある者のうちから、
プログラムオフィサー（ＰＯ）が推薦し、部会
長が指名、 ＪＳＴが委嘱する。

研
究
費
交
付

審査結果を通知

研究申請者
（不採択者を含む）

研
究
開
発
の
実
施

１ ２ ３ ４ ５

年 年 年 年 年

成果報告書（毎年）

対象プログラム 申請数 採択数 採択率％

競争的研究資金配分機関構築支援 1 1 100.0
重要課題解決型研究等の推進 283 15 5.3

80 14 17.5
32 3 9.4
76 18 23.7
76 9 11.8我が国の国際的ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの確保

平成１６年度科学技術振興調整費新規課題数等

産学官共同研究の効果的な推進

戦略的研究拠点育成

新興分野人材養成

評価者の選任

総合科学技術会議が毎年度
「科学技術振興調整費の配分
の基本的考え方」を決定

文部科学省

中間及び事後評価の実施
○中間評価：プログラムごとにあらかじめ定められた時期（３年目

等）に実施。

今後の研究の進め方（継続、見直し、終了）を評価。

○事後評価：当該実施課題等終了の翌年度に実施。
○ＷＧはＰＯが作成した留意点を踏まえヒアリング評価等を実施。

【評価者】 （H16実績）

各ＷＧ委員：１４９名

遺伝子･ゲノムＷＧ、医療･生化学ＷＧ、脳･神経ＷＧ、生物･生態ＷＧ、

情報･通信ＷＧ、地球環境ＷＧ、化学物質･リサイクルＷＧ、地震･防災

ＷＧ、有機･ライフ系機能材料ＷＧ、無機･金属系機能材料ＷＧ、基礎･

基盤ＷＧ、新興分野人材養成ＷＧ、戦略拠点･ＣＯＥＷＧ

科学技術・学術審議会研究・評価分科会科
学技術振興調整費審査部会及びその下に設
置される各ＷＧに属する各委員に提案書が
送付される。

【評価者】 （H16実績）

審査部会委員：１８名

各ＷＧ委員： ９４名

戦略拠点育成ＷＧ、政策課題関連ＷＧ、科
学技術人材養成ＷＧ、自然科学と人文・社
会科学融合人材養成ＷＧ、ライフサイエン
スＷＧ、情報・通信ＷＧ、環境・エネル
ギーＷＧ、社会技術ＷＧ、基礎基盤ＷＧ

ＷＧにおける審査

１回目 ２回目

書面審査の
結果をもとに、
ヒアリング実
施課題の絞
り込み

ヒアリング
審査を実施し、
採択課題候
補（案）リスト
を作成

最終成果報告書

プログラム評価（中
間及び事後）へ反映
（プログラムの評価
は総合科学技術会
議が実施）

審
査
部
会
に
よ
る
課
題
等
の
選
定

審査結果等につい
て、総合科学技術
会議が確認

科学技術振興調整費新規課題等の審査・評価体制

：科学技術振興調整費の配分のための
審査に係る調査審議を実施。

総合科学技術会議が毎年度
「科学技術振興調整費の配分
方針」を決定

文
部
科
学
省
に
よ
る
課
題
等
の
決
定

利害関係者の排除

○研究運営委員会

科学技術振興調整費により実施
する課題については、各課題ごとに
研究経験者等の外部有識者から構
成される（研究代表者等も含む）研
究運営委員会等を設置。当該委員
会では、研究課題の円滑な推進を
図るため、研究の厳密な運営管理
に必要な連絡調整を行うこととして
おり、プロジェクトの実施期間中、継
続的に運営することで、一貫した恒
常的な責任体制を確保している。

○審査要領において、評価者が
提案者の利害関係者である場
合は、審査に加わることができ
ない旨、規程。

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

：科学技術振興調整費により実施した課題等の
中間・事後評価、研究評価の在り方の検討及
び研究開発プロジェクトの評価に関する調査
審議を実施。

科学技術振興調整費審査部会

研究評価部会

1



産学官連携イノベーション創出事業費補助金
（大学等発ベンチャー創出支援制度 審査システム

年１回
（H14のみ）

分野毎（ライフサ
イエンス、IT、ナノ
テクノロジー・材料、
環境、その他）に
評価者を選任

申請書の振分け 合議審査
２次審査

分野毎（ライフサイエンス、IT、ナ
ノテクノロジー・材料、環境その
他）に関する専門家及び技術の市
場性等について専門的知見を持
つ者で構成

評価者（文部科学省が選任。提案者の利害関係者は除外）

【技術評価】

当該技術に関する専門的知識を 有する学識経験者等

【マネジメント評価】

当該技術に関する実用化面の専門的知見を有する学識

経験者、産業界、ベンチャーの有識者。

総合ランクを決定し、最終採択課題数の約２倍まで絞り

込み。

評価基準

(1)技術評価 ①技術の新規性及び優位性

②研究開発計画の妥当性 等

(2)産業応用化評価 ①新規事業創出の効果

②起業の可能性・起業までの業務計画の妥当

性等

書面審査

1次審査

申請者

研
究
開
発
の
実
施

研究成果報告書

１ ２ ３

年 年 年

文部科学省事務局

評価者（分野毎）
技術評価 ２～４人
マネジメント評価 ２～４
人

約２倍
まで絞
り込む

外部評価者複数名

研究進捗状況、研
究成果、起業の可
能性及び起業化計
画等について把握。

中 間 評 価

申請書研究
受理

他府省の競争的資金
との重複を排除

外部評価者複数名

研究成果、起業
の有無及びベン
チャー設立後の事
業化の状況等につ
いて把握。

質問、確認等

問い合わせ
への対応

研
究
成
果
報
告
会
の
開
催

２次評価の評価者は、
絞り込まれた申請書
の一次評価の結果
を踏まえて、評価委
員会の前に個別に
評価を実施。

研
究
費
交
付

【プログラム・オフィサー：制度管理・評価等に係る以下の業務に参画】

（P.Oは平成１５年度より配置予定）

○評価ﾌﾟﾛｾｽの選定・計画・実行 ○申請者からの問合せ・相談への対応

○評価委員の選任 ○課題の進捗状況の把握

○審査報告書・評価報告書の作成 ○研究上必要な指導・助言等（現地調査を含

む。）

○制度全体の評価に係る業務 ○制度全体の運営管理に係る業務

事 後 評 価

文部科学省事務局
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【個人型研究】評価項目
①個人研究者
・自らが研究構想の発案者であること。
・研究遂行のために必要な研究実績と
責任能力を有すること。

②研究課題
・独創性があること。
・インパクトを与える可能性を有すること。
・戦略目標及び研究領域から見て適当
なこと。

③研究計画
・適切な実施規模にあること。

研究課題の事前評価項目

以下の評価項目に基づき総合的に判断

【チーム型研究】評価項目
①研究代表者
・自らが研究構想の発案者であること。
・優れた研究実績を有し、研究チームの
責任者として研究全体に責務を負う事が
出来る者。

②研究課題
・先導的、独創的な基礎研究であること。
・インパクトを与える可能性を有すること。
・技術の進歩に画期的な役割を果たし、
新産業創出への手掛かりが期待できること。
・戦略目標及び研究領域から見て適当なこと。

③研究計画
・適切な研究実施体制、実施規模であること。

ＪＳＴ事務局

戦略的創造研究推進事業の研究評価システム(科学技術振興機構：ＪＳＴ)

研究総括

領域アドバイザー
（６～１０名）

○ 研究総括、領域アドバイザー
が一同に会し、各人が持ち
寄った評価結果を基に総合的
に議論し、面接対象者を選考。
予定採択課題数の２～３倍ま
で絞り込む。

○ 不採択者に対しては、理由を
付して通知。

研
究
課
題
の
決
定

年１回
全ての領域について
同時に募集
（５月～６月）

研究申請書受理
申請書の振分け

研究総括と領域アドバイザー研究総括と領域アドバイザー (任期：領域の発足から終了まで)

研究総括

要件

・当該研究領域について、先見性及
び洞察力を有する者。

・研究課題の効果的・効率的な推進
を目指し、適切な研究マネジメントを
行う経験、能力を有する者。

・優れた研究実績を有し、関連分野
の研究者から信頼されていること。

役割

・研究領域の課題の事前・中間・

事後評価の責任者

・領域アドバイザーの選任

・毎年のレビュー

・評価結果の資金配分への反映

・研究進捗状況の把握、助言等

領域アドバイザー

要件

・高い専門性を有すこと

・公平無私であること

・豊かな経験をもつ研究者または
第一線で活躍する研究者

・専門性や所属機関のバランスを
考慮して選任

役割

・研究領域の課題の事前評価

・中間・事後評価

・研究者への助言等

研究申請者
不採択者を含む

相談、質問、確認、不服等

問い合わせへの対応

ＪＳＴ内窓口

○ 面接対象者は自らの研究構
想、研究実施体制等について
研究総括及び領域アドバイ
ザーに対し、プレゼンテーショ
ンを行い、質疑応答。

○ 全面接対象者の面接終了後、
研究総括及び領域アドバイ
ザーによる議論を行い、採択
候補者を選考。

○ 不採択者に対しては、理由
を付して通知。

研
究
開
発
の
実
施

年次報告書

１ ２ ３ ４ ５
年 年 年 年

年

中間・事後評価
（個人型は事後のみ）

研究総括が領域アドバイ
ザー及び外部評価者の協
力を得て行う。

○研究開始後３年目を目
途に中間評価、研究終
了時に事後評価を実施
○中間評価の結果は以
降の資金配分に反映。

継続課題

最終報告書

審査結果を主な評価内容（不
採択理由を含む）とともに通知

○ 研究総括が、すべての
提案書を読み、領域アド
バイザーの専門性・所属
機関等を考慮して提案
書類を振り分ける。
（１提案につき２名以上）

書面審査

1次評価
領域アドバイザーによる評価
が高いもの３０件程度／半日

評価者
研究総括 １人
領域アドバイザー

約６～１０人

評価者
研究総括 １人
領域アドバイザー

約６～１０人

他府省の競争
的資金との重
複を排除

審査結果を主な評価内容（不
採択理由を含む）とともに通知

評価（継続研究）
科学技術振興審議会による評価

○研究終了前に、研究者から継続
研究の為の提案書を提出。
○今後更なる発展が期待できる研
究者については継続研究として
一定期間の研究を継続。

採択率(2004年度)

採択率採択数応募数

チーム型

タイプ名

新規

継続

審査過程では、申請
者と師弟関係等にあ
る評価者が評価に関
わらないよう配慮し、
公正性を確保。

申請書 募集の際、研究総
括より領域の概要、
募集・選考にあ
たっての考え方を
提示

シンポジウム、
年報、終了報告書

公表

○各領域アドバイザーは、担当する提案
書類について評価書類を作成

面接審査

２次評価
１０～１２件／１日

ＪＳＴからの提案に基づき、ＪＳＴの
科学術振興審議会に置く評価委員会にて選任。

研究総括による
研究マネジメント及び評価
（年数回の資源配分）

617

個人型

42 6.8%

708 45 6.4%

21.9%151 33継続研究

研究領域評価
（個人型は事後のみ）

科学技術振興審議会による評価

○領域発足３～４年を目安に中
間評価、研究領域の終了後で
きるだけ早い時期に事後評価
を実施。
○戦略目標の達成度を評価

追跡調査
必要に応じて外部機
関を活用しておこなう。

○研究終了後５年を
目途に、研究成果
の発展状況や利用
状況、参加研究者
の活動状況等につ
いて調査
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２７８の細目の評価者
通常の配置
① 基盤研究S・A・B担当ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ６名
② 基盤研究C担当３名
③ 萌芽研究・若手研究Ａ・Ｂ担
当３名

○ 各評価者は各課題毎に評価し、５段
階に採点を行う。コメントも付す。

評価基準

１．総合評点

以下の評定要素に着目しつつ、総合的な判
断の上、評点(1～5、判定できない「－」を含
む)を付ける。

２．評定要素

(1) 研究内容
①研究目的の明確さ、②独創性、③当該学
問分野及び関連学問分野への貢献度、④従
来の研究経過・研究成果等の評価、⑤「研究
計画最終年度前年度の応募」として再構築さ
れた研究課題⑥その他、についてそれぞれ
評点(1～5、判定できない「－」を含む)を付け
る。

(2) 研究計画
①研究計画の妥当性、②研究組織の構成
③研究遂行の能力、③その他、について評点
(1～5、判定できない「－」を含む)を付ける。

(3) 研究組織の適切性、研究種目及び審査
区分としての適切性

(4) 申請研究経費の妥当性

年１回
１１月

研究計画調書受理

細目の各担当評価者
平均審査件数：

①～③それぞれ約100件

学術システム研究センタ－研究員等の主な役割学術システム研究センタ－研究員等の主な役割

・審査委員の選定、審査委員へのアドバイス
・審査方針
・評価基準等の原案作成
・審査委員会での助言・議事進行
・配分審査結果とりまとめ
・審査結果の開示に対する指導・助言
・中間・事後評価への参画
・制度改善のための各種調査
・応募者からの問い合わせへの対応等サービス業務
・科学研究費補助金制度の普及・啓発

第１段審査(書面審査)

1次評価

科学研究費補助金の審査システム(日本学術振興会 基盤研究等)

○ 第１段審査の評価者の評点が
記載された資料を用い、特に第
１段審査の総合評点に重点を置
きつつ、総合的に評価する。

評価(RENEWAL)
14年度採択課題の評価から実施
基盤研究（S）は中間・事後評価を実施。
その他については、事後評価を新規応
募の審査とともに実施。

応募書類送付

日本学術振興会において、学術システ
ム研究センター（PD、PO）を中心に作業
を行い、約1,500人を選出し、各分野(審
査部会、小委員会、分科・細目等)に配置。
任期は２年、原則再任不可。

日
本
学
術
振
興
会
理
事
長

文学小委員会

史学小委員会

経済学小委員会

法学小委員会

・ ・ ・ ・

小委員会

研
究
費
交
付

応募者(不採択のうち希望者)に
対し、第１段審査結果を開示

研
究
の
実
施

１ ２ ３ ４
年 年 年 年

国立情報学研究所の
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに収録

継続課題

実績報告書(1～2頁)

申請数 採択数 採択率

基盤研究Ｓ 574 69 12.0

基盤研究Ａ 2,518 544 21.6

新 基盤研究Ｂ 12,441 2,661 21.4

基盤研究Ｃ 26,949 5,816 21.6

規 萌芽研究 14,001 1,478 10.6

若手研究Ａ 1,375 155 11.3

若手研究Ｂ 14,333 4,275 29.8

新規課題の採択率（平成16年8月現在）

評価者の選任

日本学術振興会
事務局

事務局
各第１段審査の評価者の各審
査区分毎に平均点と標準偏差
をそろえるよう電算処理を行い、
処理された評点（※）と、素点を
第２段の資料として提出。
※ 個々の評価者が出した採点
が、平均３となるように処理。

第２段審査(合議審査)

２次評価

各小委員会
(例：医学小委員会) 
約25名(幹事１名含む)

約40(主なものは
約25)ある小委員
会毎での評価

20～25名程度
数千件

１日目 ２日目

約60ある分科毎の
グループでの評価
数名～15名程度
数百～2000件

各細目からの評価者
が少なくとも２名おり、
その委員が、担当の
細目の評価結果につ
いて説明。
ボーダー付近の応募
課題、評価の分かれ
るものについて議論。

○利害関係者の排除
評価者自身が研究代表者又は研究分担者である場合、或いは同一研究室の者等関
係者が研究代表者である場合、所要の措置を講ずる。
（第１段審査）関係を明記するとともに、原則として評点を付さない。
（第２段審査）審査に加わらない。

・ ・ ・
・科

学
研
究
費
委
員
会

応募数 採択数 採択率

基盤研究（S） 396 65 16.4

基盤研究（A） 2,123 509 24.0

基盤研究（B） 12,032 2,769 23.0

基盤研究（C） 26,778 5,973 22.3

萌芽研究 14,545 1,779 12.2

若手研究（A) 1,048 200 19.1

若手研究（B) 14,042 4,308 30.7
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科学研究費補助金（特定領域研究）の審査システム

新規領域の採択率（平成１６年８月現在）

特定領域研究 190 35 18.4
申請数 採択数 採択率

新規課題の採択率（平成１６年８月現在）

特定領域研究 7,587 1,868 24.6
申請数 採択数 採択率

領域申請書受理

年１回

１１月

ヒアリング領域の選定
２００件程度

１５名～２５名程度から
構成される各委員会に
おいて、各委員が個別
に行った審査結果の集
計等を基に、合議により
ヒアリング領域を選定。

文部科学省
４０件程度

領域申請書
送付

ヒアリング対象領域に
ついて関連分野研究者
（３名）に審査意見書の
作成依頼

採択領域候補の決定
５０件程度

レフリーの審査意見書

等を参考として、各委員
会毎に採択領域候補の
約２倍の領域のヒアリン
グ（１課題当たり約４０分)
を行い、審査合議により
採択候補領域を決定

採択領域の決定

文部科学省 各系委員会 レフリー審査 各系委員会 科学研究費補助金
審査部会

研究開始

7月

研究者

不採択者には不採択理由
を開示・相談
採択者に採択時のコメント
を開示

１年 ４年 ５年 ６年３年２年

実績報告書（１～２頁）

国立情報学研究所の
データベースに収録

研究課題を公募する領域は、２年目以
降下記の公募研究課題の審査を行う。

終了ヒアリングを
実施

研究期間に応じて各年度に研究状況報告
書の提出、又はヒアリングを実施

各系委員会 各系委員会

中間・事後評価結果の取りまとめ、
本人への開示、フォローアップ

中間・事後評価の結果は文部科学省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表

○評価結果の一貫したフォローアップ（採択時のコメントから中間・事後評価までの評価結果を一貫して把握）

○研究実施状況、研究動向等の把握（シンポジウム等への参加）

学術分科会の委員及び臨時委員並びに学術
調査官から推薦された者の中から分野バラン
ス等を考慮し配置。
選任は学術研究助成課、学術調査官が行う。
任期は２年、原則再任なし。

各系委員会委員の選任

「科学研究費補助金における評価に関
する規程」第５条
２ 審査意見書の作成者は、担当学術調
査官が推薦する当該研究課題又は研究
領域の関連分野に精通する候補者の中
から、各系委員会の主査が選考する。

レフリーの選任

下記の点に着目しつつ総合的な判断の上、「Ａ Ａ－ Ｂ Ｃ」で評価
①応募研究領域の研究の必要性
②特定領域を推進するに当たっての基本的考え方の妥当性
③研究組織の妥当性
④研究期間及び研究経費の妥当性
⑤他府省等で実施中の各種研究事業との連携、整合性の確保に配慮がなされているか

評価基準等

○研究計画立案に際しての
応募者へのアドバイス

○制度の普及

「科学研究費補助金における評価に関する規程」
第７条 次の各号に掲げる者が、研究代表者、研究分担者、領域代表者、特定奨励費を受
けようとする団体の役員又は研究成果公開促進費 を受けようとする研究者もしくは団体
の役員である場合は、評価に参画しないものとする。
一 評価者自身
二 評価者の関係者（親族又は同一の研究室に所属する研究者）

２ 評価者は、強い利害関係を有するものと自ら判断する場合には、評価に参画しないもの
とする。

○利害関係者の排除

○審査組織

科
学
技
術
・
学
術
審
議
会

学
術
分
科
会

科
学
研
究
費
補
助
金
審
査
部
会

人文・社会系委員会

理工系委員会

生物系委員会

（領域）

（公募研究課題）

特定領域委員会

各領域別専門委員会
(平１５ ３８専門委員会)

（領域）
・レフリーの選任
・各系委員会委員の選任
・各系委員会の進行役
・不採択理由の取りまとめ
・中間・事後評価結果の取りまとめ
・領域全体の会議、シンポジウムへの出席
・評価結果の一貫したフォローアップ
・研究実施状況等の把握
・応募者へのアドバイス
・制度の普及
・研究動向調査
（公募研究課題）
・各領域別専門委員会委員候補者の推薦及び選考
・各領域別専門委員会の進行

※【公募研究課題の審査】（領域設定翌年度から実施）

領域代表者及び学術調査官から推薦
された者の中から、委員会の委員数の
約２／３が領域外の者となるよう配置。
選任は、学術研究助成課、学術調査官
が行う。
任期は、領域設定期間内で領域によっ
て異なり、２～５年。

各領域別専門委員会委員の選任

研究計画調書受理

年１回

１１月

文部科学省

採択候補課題の決定

数十～数百件

各委員会８名程度の委員
の合議により、採択候補
課題を決定。
合議に先立ち個別審査を
行うが、１課題当たり、原
則３名で行い、３名のうち
２名は領域外の者として
いる。

各領域別専門委員会

採択課題の決定

評価結果の開示

研究開始（４月）

研究者

１年 ２年

実績報告書（１～２頁）

国立情報学研究所の
データベースに収録

下記の評定要素に着目しつつ、総合的な判断の上「５ ４ ３ ２ １」で評価
・研究目的は当該研究領域の研究項目に関連したもので、具体的かつ明確に設定されてい
るか。
・研究計画及び研究方法は独創的なものであるか。
・当該研究領域の推進に十分な貢献が期待できるか。
・研究の推進に十分貢献するような研究者により研究組織が構成されているか。
・研究者の業績にかんがみ、所期の成果を上げることが期待できるか。
・研究領域「ＩＴの深化の基盤を拓く情報学研究」及び「感染の成立と宿主応答の分子基盤」
については、「限定された期間で新たな成果が期待できるか。」及び「特に社会的要請の強
い課題等の解決に資する研究課題であるか。」を着目点として加えること。

評価基準等

科学研究費補助金
審査部会
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科学研究費補助金（特別推進研究）の審査システム

採択者・不採択者には
それぞれ採択・不採択
理由を開示 国立情報学研究所の

データベースに収録

実績報告書（1～2頁）
文部科学省 研究者レフリー審査 各系委員会 各系委員会 科学研究費補助金

審査部会
文部科学省 ヒアリング課題の選定 採択課題候補の決定

研究計画 １５０件程度 １５０件程度 ４０件程度
調書受理 採択課題の決定 研究開始 1年 2年 3年 4年 5年→ → → → → → → → →

研究計画調書 １５～２５名程度から 各系委員会毎に採択予 ６月
年１回 送付 構成される各系委員会 定課題の約２倍の課題
１１月 において、各委員がレ のヒアリング（１課題

関連分野研究者（３名） フリーの審査意見書を 当たり３５分）を行い
各系委員会 各系委員会に審査意見書の作成依頼 参考として個別に行っ 合議により採択候補課

た審査結果の集計等を 題を決定
基に、合議によりヒア 研究期間に応じて 終了ヒアリン
リング課題を選定 各年度に現地調査、 グを実施

又はヒアリングを
評価基準等 実施

レフリーの選任 各系委員会委員の選任 下記の着目点に着目しつつ、総合的
な判断の上 「Ａ Ａ Ｂ Ｃ」で評価、 －

応募者及び各系委員会委員 学術分科会の委員及び臨時委員
から推薦をしてもらい、その 並びに学術調査官から推薦された ①特別推進研究として推進する必要性 中間・事後評価の結果は
中から３名を配置。 者の中から分野バランス等を考慮 ②研究の独創性及び研究の意義 文部科学省ホームページで

選任は 各系委員会の主査 し配置。 ③研究分野の現状と動向及びその中で 公表、 、
学術調査官が行う。 任期は２年、原則再任なし。 の研究課題の位置付け

④研究遂行能力及び当該分野における
評価

⑤応募研究経費の妥当性
○新規課題の採択率（平成１６年度）

応募数 採択数 採択率
特別推進研究 128 19 14.8

○審査組織 ○学術調査官の役割 ○利害関係者の排除

科 ・レフリーの選任 科学研究費補助金における評価に関する規程（科学研究費補助金
学 ・各系委員会委員の選任 審査部会決定）において規定
技 学 人文・社会系委員会 ・各系委員会の進行役
術 術 ・採択・不採択理由の 評価者自身又は評価者の関係者（親族又は同一の研究室に所属す
・ 分 科学研究費補助金審査部会 理工系委員会 取りまとめ る研究者）が、研究代表者、研究分担者である場合には、評価に参
学 科 ・現地調査への同行 画しないものとする。また、評価者は、強い利害関係を有すると自
術 会 生物系委員会 ・中間・事後評価結果の ら判断する場合には、評価に参画しないものとする。
審 取りまとめ
議
会

○評価結果の一貫したフォローアップ（採択時のコメントから中間・事後評価までの評価結果を一貫して把握）

○研究実施状況、研究動向等の把握（シンポジウム等への参加）○研究計画立案に
際しての申請者へ
のアドバイス
○制度の普及

新規課題の採択率（平成１６年８月現在）

特別推進研究 １２８ １９ １４．８

申請数 採択数 採択率

「科学研究費補助金における評価に
関する規程」第５条
２ 審査意見書の作成者は、担当学
術調査官が推薦する当該研究課題
又は研究領域の関連分野に精通す
る候補者の中から、各系委員会の
主査が選考する。
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宇宙開発におけるプロジェクト評価

実施フェーズ企画立案フェーズ

宇宙開発プロジェクトの評価は、「宇宙開発に関する長期的な計画」（平成１５年９月）に基づき、宇宙開発を効果的かつ効率的に

推進するため、宇宙開発委員会が実施している。具体的には、宇宙開発委員会のもとに置かれる推進部会において「宇宙開発に関する

プロジェクトの評価指針」（平成１３年７月 宇宙開発委員会決定）に基づき、重要な研究開発について評価を行っている。

運
用
終
了

（
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
主
体

（
宇
宙
開
発
委
員
会
）

評
価
主
体

宇宙開発委員会推進部会

・長期計画及び宇宙航空研究開発機構の中期目標等に即しての、

各プロジェクトの評価及び進行管理を行う。

・構成員：宇宙開発委員会委員３名、特別委員１５名

研究
・概念設計

・プロジェクトに要求

されるミッションの

設定

・要素技術の試作試験

・ミッションを実現す

るシステムのコンセ

プトの設定（複数の

候補）

開発研究
・予備設計

・重要機器や先端技術

について、実際に開

発が可能かどうかを

確認するための要素

モデル試験

・最適なシステムのコ

ンセプトを選定

開発
・基本／詳細設計

・地上試験（実機モ

デル、サブサイズ

モデル等）

・実機製作

運用
・打上げ／追跡管制

・運用・利用

事前評価
・プロジェクトが各段階に進む前に評価

・プロジェクトの意義・目標・位置付け、

開発方針及びシステム選定、開発計画、

実施体制について評価

中間評価
・環境条件が企画立案フェーズ

から大きく変化した場合に実施

・プロジェクトの目標の妥当性、

進行状況等について評価

事後評価
・プロジェクトの成果、成否

の原因に対する分析、波及

効果、効率性について評価

※ プロジェクトの各段階への移行にあたっ
ては、宇宙開発委員会による評価の他に、
機構内部においても、審査会等を開催して
評価を行っている。
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16年度文部科学省政策評価の流れ

総
務
省
等

文

部

科

学

省

政
策
評
価
実
施
計
画(

年
度
計
画
）

平
成

年
度
評
価
方
針
の
検
討

（3月）
政有

（12月
～２月）

（8月末）
政有

政策評価に関する
報告書作成

前年度実施した各省の評価書
及び政策への反映状況を

まとめたもの

公
表
及
び

国
会
へ
報
告

（6月）

総務大臣

（研
究
開
発
評
価
課
題
の
事
業
評
価
書
）

文部科学大臣官房長

（通知）

政

有

・・・政策評価会議

・・・政策評価に関する有識者会議

総合評価書

政有

文部科学大臣

（計画の通知）

各府省の政策評価に対する
客観性・厳格性の達成水準等

に関する審査

行
政
評
価
局
長

概算要求書作成過程

事業評価書作成過程

（7月） 政有

文部科学大臣

予算・政
策・ 基本
的な計画
に反映

平成15年度実績評価書 （１７年度中）

事 業 評 価 書 (平成17年度新規・拡充事業、
継続事業、達成年度到来事業）

１１月 ３月 ４月 ６月 ７月 ８月 ９月 １１月 ３月

文
部
科
学
大
臣

評
価
書
案

評
価
書
決
定

文部科学大臣

（送付）

大規模な研究開発そのほか
の国家的に重要な研究開発
についての評価

16

（３月）

概
算
要
求
案

予
算
省
議

（
し
め
く
く
り
）

概
算
要
求
決
定

予
算
省
議

（
重
点
課
題
）

＜総務省＞

総
務
大
臣

複数府省の統一性・総合
性を確保するための評価

客観的かつ厳格な
実施を担保する評価

＜総務省＞＜総務省＞

総合科学技術会議

＜内閣府＞

政策評価の
結果の
政策への
反映状況の
とりまとめ

文部科学大臣

総務大臣

（通知）

評価書の送付 規制に関する評価
（試行的に実施）

政
策
評
価
官
房
ヒ
ア
リ
ン
グ

（
政
策
課
・
会
計
課
合
同
）

文
部
科
学

大
臣

評価結果の反映
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※一定規模以
上の資本金の
法人に対し実
施

目

標

及

び

計

画

の

作

成

中

期

実

績

評

価

中

期

期

間

の

終

了

時

独立行政法人

中期目標の
受 理

中期計画
(作成・公表)

年度計画
(作成・公表)

主務大臣 府省評価委員会

中期目標に
係る事業報
告書及び実
績報告書の
作成・公表

民営化・業
務の改廃等

財務諸表等
（作成・官
報公告等）

実績報告書

年

度

実

績

評

価

等

財務大臣

中期目標
(作成・公表)

中期計画の
認 可

年度計画の
受 理

指 示

申 請

認 可

届 出

財務諸表の
承 認

申 請

承 認

事業報告書
の 受 理

法人の組織
・業務の全
般にわたる
検討及びそ
の結果に基
づく所要の
措置

提 出

中期目標へ
の 意 見

中期計画へ
の 意 見

中期目標へ
の 意 見

中期計画へ
の 意 見

意 見
聴 取

協 議

協 議

意 見
聴 取

財務諸表へ
の 意 見

意 見
聴 取

年度業務実
績の評価及
び評価結果
の通知。業
務運営の勧
告（通知事
項及び勧告
内容の公表
）

提 出

通知・
必要に
応じ勧
告

中期目標に
係る業務実
績の評価及
び評価結果
の通知。業
務運営の勧
告（通知事
項及び勧告
内容の公表
）

提 出

通知・
必要に
応じ勧
告

法人の組織
等に係る主
務大臣の検
討に関する
意見

意 見
聴 取

総務省政策評価・独立
行政法人評価委員会

年度業務実
績の評価結
果に対する
意見

通 知

必要に
応じ意
見提示

中期目標に
係る業務実
績の評価結
果に対する
意見

通 知

必要に
応じ意
見提示

法人の主要
な事務・事
業の改廃に
関する主務
大臣への勧
告

勧 告

監事及
び会計
監査人
（※）
の監査

その他の協議事項
・限度額・年度を超える
短期借入金の認可
・財産処分等の認可
・当期未処分剰余金のう
ち経営努力により生じた
額の承認
・余裕金の運用方法に係
る指定

独立行政法人関係主要業務のフローチャート
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国立大学法人に係る目標・計画・評価の概要

（ ）法律の運用に当た 政策評価・独立行政法人評価委員会 総務省
っては、大学の教
育研究の特性に常 （必要があるときは国立大学
に配慮。 ○評価結果 法人評価委員会に対し意見）

を通知
○中期目標・中期計画 ○教育研究評価

案について意見 の結果を通知
文部科学大臣 国立大学法人評価委員会 独立行政法人大学評価･学位授与機構

○教育研究面の
評価を要請

（国家行政組織法上の （いわゆるピア・レビュー機関）
８条機関（ 審議会等 ） ○中期目標期間終了時に「 」）

面を専門的に評価教育研究
○中期目標を提示・公表 ・幅広い分野の有識者で構成。

・大学評価・学位授与機構の評価
・中期目標の期間は６年間。 を尊重。
・大臣は法人の原案(意見）に

配慮。 ○中期目標期間の業績を評価
・中期目標の記載事項：

①大学の基本的な目標
②教育研究の質の向上
③業務運営の改善・効率化
④財務内容の改善
⑤自己評価・情報発信

○中期目標の原案 ⑥その他の重要事項
（意見）を提出

活用○中期計画を作成 ○中期計画を認可（学生定員を含む） 評価の結果の
（認可後、公表） ①各大学自身の改善の指針

②次期中期目標・計画への反映
○年度計画を届出 ③運営費交付金の算定への反映

・公表

国 立 大 学 法 人
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47.8

32.3

23.7

39.9

19.3

28.5

10.7

7.2

48.2

31.1

28.4

39.6

20.4

29.6

11.3

6.0

43.7

39.8

17.3

41.6

20.8

33.3

12.1

6.5

47.6

31.5

22.1

38.7

17.7

26.8

9.7

8.4

63.3

20.0

33.3

50.0

23.3

21.7

13.3

6.7

0 10 20 30 40 50 60 70

評価制度が曖昧で基準が確立され

ていない

 [n=799,687]

上司等の個人的な判断、説明資料

やプレゼンテーション能力の巧拙

に依拠するところが多いなど、評

価基準が客観的でない

[n=370,464]

研究成果の質そのものよりも、論

文数や被引用数などによる数量的

評価が重視されすぎている

[n=270,341]

研究成果を適切に評価できる組

織や人材が少ない

[n=732,574]

　 評価者の能力に問題がある 　

[n=318,277]

評価のために必要な資料の作成等、

評価のための負担が重い

[n=250,409]

 評価結果が本人に知らされない 

[n=212,154]

　　　　　　その他　　　　　　

[n=122,104]

全体[N=1437]
大学等[N=450]
公的機関等[N=231]
民間[N=693]
その他[N=60]

○「評価基準が確立されていない」「適切に評価できる組織・人材が少ない」
「評価基準が客観的でない」等の指摘多い

評価制度の問題点

（出典）我が国の研究活動の
実態に関する調査報告
（平成１５年度）

所属機関外における競争的研究資金やプロジェクト研究等の評価制度の問題点
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評価における問題点又は課題について①
～科学技術・学術審議会研究評価部会より～

◆評価体制について

○査定と評価の概念を明確に区別すべき。評価は事実関係を明確にしてくことであり、査定は、○×をつける
ことである。その点を切り分ける必要があるが、査定も評価もごっちゃにされて、お金を出すか出さないかを
決めるのも評価と言っていることがある。

○各種の評価活動の間の関係が不明確なまま行われ、混乱や不満を招いている。

○課題を選定した際の評価が、中間評価、事後評価に伝わることも必要であり、評価者の一部が重複するこ
とも必要。

○事後評価はどう生かすのか。次のプロジェクトにどう反映させるのかを明らかにしていく必要がある。

○科学・技術的価値と社会・経済的価値は評価者をきちんと峻別すべき。

○行政官の中にも専門家を養成することが必要（行政側の評価スキルの向上）。

○中間・事後評価の結果は事前評価を行った評価者に伝えてフィードバックすべき（∵事前評価の評価者に
自身が評価して採択した課題がどのような中間・事後評価を得ているかを知らせることにより、事前評価の
質の向上とマネジメントサイクルの充実を図る）

○事前に決めたことと中間評価の時点で世の中が大きく変わっていることは多い。中間評価のところで、世の
中の変化に対してどうとか、他の機関は同じような内容でそれ以上のことをやっているとか、そういうチェック
項目を必ずいれるべき。

◆事前評価と中間・事後評価の関係について

◆事後評価の役割について

◆中間評価の役割について
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評価における問題点又は課題について①
～科学技術・学術審議会研究評価部会より～

○プログラムディレクター及びプログラムオフィサーと府省の担当課との間の役割についての切り分けを明
確にしていく必要があるが、米国においてもＮＳＦ、ＮＩＨ等機関毎に特徴があり、画一的な議論をすべきで
はない。

○プログラムオフィサーは常勤が理想かも知れないが、常勤だと自分の大学、自分の研究室を空にすること
になってしまい、プログラムオフィサーを引き受けてもらえない。プログラムオフィサーに関する詳しい事情、
研究室の現場の問題を十分検討する必要がある

◆ＰＯ、ＰＤについて
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評価における問題点又は課題について②
～科学技術・学術審議会科学技術振興調整費審査部会より～

○業務量として、日常的に多くなることが予想されるので専任が望ましい。

○任期については、委員より若干長い３～５年が適当と考えるが、一線の研究者が本来研究と掛け持ち
でプログラムオフィサーとして従事することが出来るかどうかは難しい問題。

○審査以外でも課題管理や国内外の関連技術動向の定常的な把握など、幅広い活動に従事することについ
て検討してはどうか。

○採択、進捗管理、評価の一貫性を保つことが必要。

○審査に十分な時間を確保することが必要。

○評価項目の置き方や採点基準等について、委員間の認識が一致していない例が見られる。

○ピアレビューについては、研究面での競争相手に提案内容を開示することになるので慎重に行うべき。

◆評価・審査の方法について

◆評価結果の活用について

◆ＰＯ、ＰＤについて
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評価における問題点又は課題について③
～科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会より～

○評価対象の性格に応じて評価項目等を工夫することが重要（研究計画書等）

○審査員をさらに増員するなど、一人当たりの審査の負担を軽減すること。

○審査員の候補情報を多数蓄積し、できるだけ幅広い研究者が審査に携わることになるような環境を整備す
ること。

◆評価・審査の方法について

◆評価体制について
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